
早春とはいえ、まだまだ寒い時期が続きます。体調管理を十分に

行い、安全な就業に努めましょう。

1 会員の継続手続きについて

手続き方法 3月中旬ごろ、担当の地域連絡員さんが会員宅

を訪問します。

○継続の場合

○退会の場合 退会届、会員証

2 軽度生活・家事援助担当者会議について

　下記のとおり軽度生活・家事援助担当者会議を実施いたします。

3

4

3月14日（水） シルバー人材センター事務所前

3月28日（水） 二宮コミュニティセンター

5 二宮作業所開所日時

いたします。

３月の配分金支払い日は　3月１5日（木）　です。

刃物研ぎ

　水・金の午前9：00〜11：45（祝祭日を除く）に職員がおり

ますので、御用のある方はこの時間内でお願いします。

お　知　ら　せ

事 務 局 通 信

さ  え  ず  り
　　第341号

平成30年3月1日

シルバー人材センター互助会費　1,500円

シルバー人材センター年会費　　2,000円　

※受付時間：午前9時から午後2時まで

　　　　　※3月16日（金）までに連絡員さんにお渡しください。

○日時：3月23日（金）午後2時〜

○場所：総合福祉保健センター　ボランティア室

※会議終了後、軽度生活・家事援助事業担当者会員研修会を実施




